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本資料は2021年2月1日現在のものであり、Brexitの内容が更新された場合は変更の可能性があります。 

 

 

Brexitについてよくある質問 

 

1. Brexit とは何か？ 

 

Brexit（ブレグジット）とは「British exit」の略称で、英国の欧州連合（EU）離脱を意味します。 

 

 

2. 現在の状況と次に起こることは？ 

 

欧州連合(EU)離脱の移行期間は終了いたしました。2021 年 1 月 1 日より、英国は EU 単一市場

および EU 関税同盟の加盟国ではなくなります。そして現在、英国政府は貿易規則の変更を実施

しています。 

Brexit 情報ハブでは、お客様のビジネスに必要となる変更点や検討すべき点などの最新の情報、

およびお客様から寄せられるよくある質問を掲載しています。最新情報をご提供するこちらのペ

ージを、今後ともご参照ください。 

  

 

3. 英国の輸入関税はBrexitでどう変わりますか？  

 

a. 英国の輸入関税に変更があるのはなぜですか？ 

 

EUの単一市場とEU関税同盟からの離脱に伴い、英国政府は新関税制度の英国グローバルタ

リフおよびVAT（付加価値税）の変更を実施しました。  

 

 

b. この関税の変更は私の貨物に適用されますか？ 

 

英国グローバルタリフは、例外が適用されない限り、2021年1月1日からお客様が輸入する

すべての商品に適用されます。また、VATは海外事業者が送付する小包として英国に入国す

るすべての商品について、英国とその国との間で締結された貿易協定に基づいて支払いが課

されます。詳しくは以下のサイトをご参照ください：   

 

 お客様の国に貿易協定が適用されるかどうかを確認する： 

https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries 

 

 英国への輸入品に適用される関税やその他の税金、および規則について調べる： 

 https://www.gov.uk/get-rules-tariffs-trade-with-uk 

 

 英国貿易関税ツールを使用して、商品の品目コードと関税を調べる： 

https://www.gov.uk/trade-tariff 

 

https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries
https://www.gov.uk/get-rules-tariffs-trade-with-uk
https://www.gov.uk/trade-tariff
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c. 特恵関税の適用対象となる商品は？  

 

対象国が次の条件に当てはまる場合、特恵関税が適用されます：  

 英国と自由貿易協定を結んでいる 

(https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries) 

 一般特恵関税制度（GSP）の対象である 

(https://www.gov.uk/guidance/trading-with-developing-nations-from-1-january-

2021) 

注：GSP の下では、先進国が途上国を原産国とする製品に対して、非相対的な優遇措置（輸
入に対するゼロ関税や低関税など）を提供します。 

 

d. 英国の EU 離脱後の APAC 自由貿易協定（FTA）加盟国との関係はどうなりますか？関税率

にはどのような影響がありますか？ 

英国は現在、様々な国と貿易協定の締結および交渉を行っています。APAC 地域に関連する

最新の概要は以下の通りです： 

 英国は 2020 年 10 月 23 日（金）に日本と FTA を締結しました。

(https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-japan-comprehensive-

economic-partnership-agreement) 

 英国は韓国と 2021年 1月 1日発効の貿易協定を締結しました。 

(https://www.gov.uk/government/collections/uk-south-korea-trade-agreement) 

 英国はオーストラリアおよびニュージーランドとそれぞれ 2021 年 1 月 1 日発効の相互

承認協定（MRA）を締結しました。これらの MRA は、既存の EU の取り決めの効力を

模したものです。 

(https://www.gov.uk/guidance/uk-australia-mutual-recognition-agreement) / 

(https://www.gov.uk/guidance/uk-new-zealand-mutual-recognition-agreement) 

 英国は 2021 年 1 月 1 日発効の FTA をシンガポールとの間に締結しました。

(https://www.gov.uk/government/collections/uk-singapore-trade-agreement) 

 英国は 2021 年 1 月 1 日発効の FTAをベトナムとの間に合意しました。 

(https://www.gov.uk/government/collections/uk-vietnam-free-trade-agreement) 

  

https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries
https://www.gov.uk/guidance/trading-with-developing-nations-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/trading-with-developing-nations-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-japan-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-japan-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://www.gov.uk/government/collections/uk-south-korea-trade-agreement
https://www.gov.uk/guidance/uk-australia-mutual-recognition-agreement
https://www.gov.uk/guidance/uk-new-zealand-mutual-recognition-agreement
https://www.gov.uk/government/collections/uk-singapore-trade-agreement
https://www.gov.uk/government/collections/uk-vietnam-free-trade-agreement
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e. 英国の輸入 VAT 規則に変更はありますか？ 

 

はい、英国の輸入 VAT 規則における、2021 年 2 月 1 日時点の最新の変更点は以下の通りで

す： 

 

低価額物品免税(Low Value Consignment Relief)  

 

a) 2021 年 1 月 1 日より、低価額物品免税(Low Value Consignment Relief)は適用されま

せん。 

 

£135 ポンド以下の輸入貨物に課される VAT 

a) 貨物の商品総価額（フレイト料金、保険料、関税その他税金を除く）が£135 ポンド 以下

の場合、今後 Supply VAT(商品やサービスの提供に際して課されるVAT)は適用されませ

ん。つまり、VATは輸入時に支払うのではなく、販売時に売主によって請求され、通常の

VAT還付時に売主が計上します。 

 

b) 英国の顧客へ直接、総価額£135 ポンド以下の商品を販売する英国国外の売主（例：個人

事業主、VAT 未登録企業）は英国 VAT 番号の登録が必要です。売主は VAT 請求書を貨

物に同梱する必要があります。 

 

c) 総価額が£135 ポンド以下の商品を英国 VAT に登録された事業者に販売する英国国外の

売主の場合、英国 VAT に登録された事業者は VAT 登録番号の提出が必要です。また、

コマーシャルインボイスに記載されていなくてはなりません。売主は販売時に VAT を請

求する必要はありません。商品を受取る英国 VAT 登録事業者は、リバースチャージ方式

つまり VAT還付時に VATを計上する必要があります。 

 

d) なお、本規則は販売を目的としない物品（例：個人の所有物、贈答品）の輸送には適用

されません。 

 

e) 物品税が課される物品（例：アルコール類、たばこ）には、本規則は適用されません。 

 

£135ポンドを超える輸入貨物に課されるVAT 

 

a) 英国に輸入される£135ポンドを超える商品の輸入VATについては、VAT延納制度

(Postponed VAT Accounting)が導入されます。 

 

b) 延納制度の適用で英国のVAT登録をしている輸入業者は通常のVAT還付手続きで輸入

VATを管理することができます。 

 

 英国政府による企業向けのVATに関するガイダンスはこちらのサイトをご覧ください。 

https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-

customers-in-great-britain-from-1-january-2021 

https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-great-britain-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-great-britain-from-1-january-2021
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f. 英国外の売主が英国の VAT 番号を登録する方法を教えてください。  

 

 英国 VAT 番号を登録するには、まず UK Government Gateway アカウントを登録する

必要があります。ご登録には E メールアドレスが必要です。  

 英国 VAT 番号の取得あるいは登録後の VAT の支払いに英国の銀行口座は必要ありませ

ん。  

 VAT に関するガイダンスは次のサイトをご覧ください。 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat#register-online 

 新たな VAT 規則遵守に従わない輸出業者には、追加の税金、手数料、および罰金が課さ

れる可能性があります。 

 

g. UK VAT 登録事業者が VAT 延納制度（PVA）を申請する方法を教えてください。 

 お客様またはお客様のサプライヤーから特別な指示が無い限り、当社は英国歳入関税庁

(HMRC)の最新のガイドラインに従い、すべての UK VAT 登録事業者様に対し PVA をご

利用されることを前提として対応いたします。 

 PVA のご利用を希望しない場合は、必ず FedEx お問合せ先

PVAUPDATES@FEDEX.COM まで E メールにて直接ご連絡ください。また、E メール

には会社名、住所、VAT/事業者登録・識別（EORI）番号を記載していただきますようお

願いいたします。 

 PVA に関する詳しい情報は、 https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-

account-for-import-vat-on-your-vat-return をご覧ください。 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat%23register-online
file:///C:/Users/623466/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/86TWBIS9/PVAUPDATES@FEDEX.COM
https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-account-for-import-vat-on-your-vat-return
https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-account-for-import-vat-on-your-vat-return

